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一 
 

概

況

 
 

球
磨
盆
地
の
東
端
に
位
置
し
、
東
は
宮
崎
県
児
湯
郡
西
米
良
村
と
九
州
山
脈
で
界
し
、
西
及

び
南
は
球
磨
郡
多
良
木
町
、
北
は
球
磨
川
を
挟
ん
で
球
磨
郡
水
上
村
に
接
し
て
い
る
。

 
 

人
口
四
、
三
七
五
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、
面
積
約
四
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
三
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
等
高
線
を
境
に
し
て
平
野
部
と
山
間
部
に
大
き
く
二
分
さ
れ
、
標
高
三
〇
〇
メ
ー

ト
ル
以
上
の
地
域
は
勾
配
が
一
〇
度
～
三
〇
度
あ
り
、
総
面
積
の
約
八
割
を
占
め
て
い
る
。
平

野
部
は
総
面
積
の
一
割
で
、
急
傾
斜
地
か
ら
発
達
し
た
台
地
と
球
磨
川
畔
か
ら
広
が
る
低
地
で

あ
る
。

 
 

産
業
は
、
農
林
業
が
主
体
で
、
米
を
中
心
と
し
て
畜
産
、
イ
チ
ゴ
、
メ
ロ
ン
等
施
設
園
芸
な

ど
を
組
み
合
わ
せ
た
複
合
経
営
や
木
材
を
中
心
と
し
た
林
産
物
生
産
経
営
で
あ
る
。

 
 

交
通
は
、
基
幹
道
路
と
し
て
国
道
二
一
九
号
が
中
央
部
を
東
西
に
走
り
、
国
道
三
八
八
号
も

中
央
よ
り
北
に
走
っ
て
お
り
、こ
れ
ら
の
国
道
を
軸
と
し
て
県
道
が
隣
接
町
村
を
結
ん
で
い
る
。

ま
た
、
く
ま
川
鉄
道
が
人
吉
市
と
湯
前
町
間
を
結
ん
で
い
る
。

 
 

名
所
に
は
、「
ど
っ
こ
い
祭
り
」
で
知
ら
れ
る
里
宮
神
社
、
旧
跡
で
は
国
指
定
の
重
要
文
化
財

「
城
泉
寺
」
を
は
じ
め
、
宝
陀
寺
、
八
勝
寺
、
御
大
師
堂
、
普
門
寺
な
ど
数
多
く
点
在
し
て
い

る
。
ま
た
、
ゆ
の
ま
え
温
泉
「
湯
楽
里
」、
湯
前
ま
ん
が
美
術
館
、
レ
ー
ル
ウ
イ
ン
グ
、
グ
リ
ー

ン
パ
レ
ス
な
ど
を
整
備
し
、
ゆ
の
ま
え
漫
画
フ
ェ
ス
タ
や
潮
お
っ
ぱ
い
祭
な
ど
の
各
種
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
て
い
る
。

 
 

名
産
品
と
し
て
は
球
磨
焼
酎
が
あ
り
、
町
内
に
二
つ
の
蔵
元
が
あ
る
。
地
元
野
菜
を
中
心
に

作
る
野
菜
の
味
噌
漬
け
「
市
房
漬
」
に
も
こ
の
焼
酎
が
使
わ
れ
て
い
る
。

 
 

町
名
の
由
来
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
隣
村
に
水
上
村
湯
山
地
区
（
温
泉
が
湧
出
）
が
あ
り
、

そ
の
地
区
の
前
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
湯
山
の
前
、
湯
前
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
説

も
あ
る
。

二 
 

町
名
の
由
来
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三 
 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

 
 

平
成
一
二
年
三
月
の
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
に
お
い
て
は
、
多
良
木
町
、
湯
前
町
、
水
上

村
の
三
町
村
の
合
併
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
、
こ
の
三
町
で
の
合
併
検
討
の
た
め
の
任
意
協
議
会

が
平
成
一
五
年
二
月
に
立
ち
上
が
っ
た
。
各
町
村
で
は
、
同
年
六
月
末
ま
で
に
法
定
協
議
会
移

行
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
湯
前
町
に
お
い
て
は
、
住
民
、
議
会
と
も
法
定
協
議
会

設
置
に
は
概
ね
賛
成
の
立
場
で
あ
っ
た
が
、
議
会
で
は
、
あ
く
ま
で
も
三
町
村
の
足
並
み
は
揃

え
る
べ
き
だ
と
の
留
保
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
水
上
村
が
法
定
協
議
会
移
行
に
反
対
を
示

し
た
際
、
湯
前
町
も
法
定
協
議
会
移
行
は
出
来
な
い
と
し
た
。

 
 

こ
れ
に
よ
り
、
三
町
村
の
任
意
協
議
会
は
解
散
し
、
そ
の
後
、
合
併
特
例
法
期
限
内
に
湯
前

町
の
合
併
検
討
が
具
体
化
す
る
事
は
な
か
っ
た
。（
第
二
編
「
人
吉
・
球
磨
地
域
」
参
照
）

 
 

本
町
は
、
明
治
維
新
前
七
〇
〇
年
間
相
良
氏
の
領
地
で
あ
っ
た
が
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

七
月
、
廃
藩
置
県
に
よ
り
人
吉
県
に
属
し
、
同
年
一
一
月
に
人
吉
県
は
八
代
県
と
な
り
、
さ
ら

に
六
年
一
月
、
八
代
県
は
白
川
県
に
合
併
さ
れ
て
白
川
県
管
下
と
な
っ
た
。
同
年
四
月
、
大
小

区
制
の
施
行
に
よ
り
肥
後
国
第
四
八
大
区
六
小
区
と
な
っ
て
い
た
が
、
七
年
二
月
の
大
小
区
制

の
大
改
正
に
よ
り
、
湯
前
村
は
現
水
上
村
と
第
一
四
大
区
第
一
〇
小
区
に
な
っ
た
。

 
 

九
年
二
月
二
四
日
、
白
川
県
は
、
熊
本
県
と
改
称
さ
れ
、
一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
の
施

行
に
よ
り
、
現
水
上
村
の
湯
山
村
と
同
一
行
政
区
域
に
お
か
れ
、
一
七
年
の
戸
長
役
場
区
域
の

改
正
に
お
い
て
も
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
二
二
年
、
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
、
湯
前
村

は
単
独
村
と
し
て
発
足
し
、
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
四
月
一
日
、
町
制
を
施
行
し
て
湯
前

町
と
な
っ
た
。

 
 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
〇
月
、
促
進
法
の
施
行
に
伴
な
う
県
の
合
併
試
案
で
は
、
隣

村
水
上
村
と
の
合
併
と
な
っ
て
い
た
の
で
、水
上
村
と
と
も
に
、
合
併
基
礎
資
料
等
を
作
成
し
、

ま
た
、
合
併
調
査
特
別
合
同
委
員
会
を
設
け
て
い
ろ
い
ろ
審
議
を
重
ね
た
。
し
か
し
、
当
時
、

水
上
村
は
建
設
省
の
手
に
よ
る
市
房
ダ
ム
の
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
に
伴
な
い
、

村
の
中
心
部
が
水
没
す
る
こ
と
と
な
り
、
多
数
の
村
有
、
私
有
財
産
の
水
没
お
よ
び
住
居
の
移

転
問
題
等
が
生
じ
、
補
償
問
題
、
残
村
計
画
等
が
累
積
し
て
、
村
当
局
は
そ
の
解
決
処
理
に
日

夜
頭
を
悩
ま
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
合
併
問
題
は
、
ダ
ム
問
題
が
解
決
し
た
後
に
審
議
検
討

を
加
え
る
と
の
結
論
を
出
し
た
。

 
 

一
方
、
本
町
に
お
い
て
も
、
合
併
に
よ
る
行
政
水
準
の
低
下
等
を
憂
え
る
声
も
あ
っ
て
、
合

併
問
題
で
町
内
に
摩
擦
を
起
こ
す
の
は
避
け
た
い
と
い
う
空
気
が
生
ま
れ
た
た
め
、
両
町
村
と

も
合
併
問
題
に
つ
い
て
消
極
的
な
立
場
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
三
二
年
一
二
月
一
〇
日
を
最
後

に
、
両
町
村
の
合
併
調
査
特
別
合
同
委
員
会
は
解
消
す
る
形
と
な
っ
た
。

 
 

そ
の
後
、
同
年
三
月
二
九
日
に
至
り
、
知
事
は
、
両
町
村
の
合
併
を
勧
告
し
た
が
、
前
記
の

よ
う
な
問
題
が
あ
る
た
め
、
両
町
村
の
指
導
者
も
依
然
と
し
て
合
併
に
消
極
的
で
、
ま
た
一
部

の
合
併
賛
成
論
も
そ
の
ま
ま
と
な
り
、
合
併
問
題
は
自
然
消
滅
の
状
態
と
な
っ
た
。

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

現

在

ま
で

湯

前

村

湯

前

町

湯

前

町

（
昭
一
二
・
四
・
一
町
制
施
行
）


	湯前町

